
　　　　　　 主　　　文

昭和３９年１月１３日京都地方裁判所が為したＡに対する勾留を取消す。

　　　　　　　理　　　由

　本件抗告の趣意は、被告人Ａは昭和３８年１１月１４日売春防止法第１０条違反
の公訴事実につき、京都地方裁判所に公訴を提起され、同裁判所は同年１２月２３
日右事件に対する公判審理を終り、同３９年１月１３日午前１０時過ぎ被告人を懲
役８月に処する旨の判決言渡をしたところ、被告人は言渡後ただちに右判決に対す
る控訴の申立をした。しかるに同裁判所は控訴申立後である同日午後１時３０分被
告人に対し勾留状を発付して被告人を勾留した。しかしながら元来裁判所の被告人
に対する勾留の権限は当該事件に関する終局判決の言渡と同時に失われると解すべ
きであるのみならず、本件の場合被告人の控訴により本案事件は上級審に移審して
いるのであるから、原裁判所に被告人を勾留する権限のないことは明白である。従
つて前記勾留の裁判は違法であつて取消を免れないというのである。
  調査するにＡに対する売春防止法違反被告事件は昭和３８年１１月１４日京都地
方裁判所に公訴を提起され右事件はその担当裁判官である渡辺常造により審理さ
れ、同年１２月２３日公判審理を終結し昭和３９年１月１３日午前１０時過頃（１
０時１０分頃）被告人を懲役８月に処する判決言渡がなされたこと。右判決言渡に
立ち会つていた同被告人の弁護人石山豊太郎は予め必要事項を毛筆で記載して置い
た控訴申立書（用紙）を判決言渡直後、法廷内において被告人に示した上これに署
名指印させることにより右申立書を完成して直ちにこれを同裁判所刑事訟廷事務室
受付係に提出し即刻受理されたこと。被告人は当時別個の犯罪により受刑服役中で
あつたので右判決言渡後京都刑務所へ帰所したが、同日正午頃検察官から裁判所に
対しＡに対する勾留請求が為されたので被告人は再び京都刑務所から裁判所まで護
送され、同裁判所法廷において裁判官渡辺常造は被告人に対する勾留質問等刑事訴
訟法６１条所定の手続を行つた後、前記売春防止法違反被告事件の公訴事実を被疑
事実として被告人に逃亡の虞れがあるという理由で勾留状を発付し、被告人は昭和
３９年１月２１日に前記別件犯罪の刑期が満了した後も右勾留状の効力に基き身柄
の拘束を受けていること。
　以上の事実は本案被告事件記録及び抗告事件記録並びに当裁判所の事実取調の結
果を綜合して疏明が十分である。
　そこで右のように本案事件に関する判決言渡後、しかも右判決に対する控訴申立
がなされた後、被告人を右事件につき新たに勾留することが許されるかどうかを考
えて見る。
　刑事訴訟法９７条１項は「上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの
について勾留の期間を更新し、勾留を取消し又は保釈、若しくは勾留の執行停止を
し若しくはこれを取り消すべき場合には原裁判所がその決定をしなければならな
い。」と規定し、同条２項は「上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達してい
ないものについて前項の決定をすべき裁判所は裁判所の規則の定めるところによ
る。」とし、刑事訴訟規則９２条２項によれば、右刑事訴訟法９７条２項の場合に
は、勾留の期間を更新し勾留を取消し又は保釈若しくは勾留の執行を停止し若しく
はこれを取消すべき裁判所は原裁判所である旨規定している。上訴提起期間内でま
だ上訴の提起のない事件の場合はしばらくおき、上訴の提起のあつた事件につき右
のような規定の設けられた趣旨を考えて見ると、元来事件につき上訴の提起があつ
た場合には、事件はこれにより上訴審に移審し、上訴審に係属するに至るものであ
るから、原裁判所は理論上事件について何等の処分権限をもたないといわなければ
ならないのであるが、上訴の提起のあつた時から事件記録が上訴審に送付され到達
するまでに相当の日時を要するので、現に勾留状の発せられている被告人について
右規則所定の如き処分を必要とする場合、未だ事件記録の送付されていない上訴審
でこれを決定しなくてはならないとすると極めて不便でもあり、又被告人の利益に
もそわぬところであるし、これ等の処分がすべて既になされている勾留に関する残
務整理的または応急的措置にとどまるところから、事件記録が現存している原裁判
所に特に決定権限を認め専ら実務上の便益をはかるためにこれ等の規定が設けられ
たものと解すべきである。従て原裁判所に認められる処分権限は右刑事訴訟法第９
７条２項、刑事訴訟規則９２条２項に明文を以て定められている事項に限定さるべ
きことは当然のことであり、それ以外の処分事項はすべて上訴裁判所の権限に属し



原裁判所には何等の権限はないものといわねばならない。
　原審において勾留されなかつた被告人を新しく勾留することも右法条にこれを許
容する明文のない以上同様に解すべきは当然である。
　然るに原裁判所が本件につき判決言渡後被告人より控訴の提起があつた後、前示
の如く被告人に対し勾留手続をとり新たに勾留処分に付したことは、前段説示の理
由によりその失当なること明白であるから、被告人Ａに対する本件勾留は取り消し
をまぬがれない。
　よつて刑事訴訟法４２６条２項を適用し主文の如く決定する。
（裁判長裁判官　山田近之助　裁判官　石原武夫　裁判官　原田修）


